
令和４年６⽉１０⽇
財務省国際局

最近の外為法をめぐる状況等について

関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会 配布資料 資料４



１．外為法改正について

２．マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策に
ついて

３．直近の対内直接投資等に関する事前届
出実績について



１．ロシア政府による新たなソブリン債の我が国における発⾏・流通等の禁⽌ （2⽉23⽇公表、2⽉26⽇閣議了解）
２．我が国における証券の発⾏等を禁⽌しているロシアの特定の銀⾏について、より償還期間の短い証券（30⽇超）を、

禁⽌対象に追加 （注）従前の禁⽌対象は償還期間が90⽇超の証券 （2⽉23⽇公表、2⽉26⽇閣議了解）
３．ロシアの3⾦融機関を対象とした資産凍結

Bank Rossiya （2⽉25⽇公表、2⽉26⽇閣議了解）
開発対外経済銀⾏（VEB）、Promsvyazbank （2⽉25⽇公表、3⽉1⽇閣議了解）

４．ロシア中央銀⾏を対象とする制裁措置 （2⽉28⽇公表、3⽉1⽇閣議了解）
５．ロシアの4⾦融機関を対象とした資産凍結
    VTB、Bank Otkritie、Sovcombank、Novicombank （3⽉3⽇公表、3⽉3⽇閣議了解）
６．ベラルーシの3⾦融機関を対象とした資産凍結

Belagroprombank、Bank Dabrabyt、Development Bank of the Republic of Belarus
（3⽉11⽇公表、3⽉11⽇閣議了解）

７．暗号資産交換業者に対し制裁対象取引への注意、モニタリング強化等を要請 （3⽉14⽇要請⽂発出）
８．ロシアの2⾦融機関を対象とした資産凍結

Sberbank、Alfa-bank （4⽉8⽇公表、4⽉12⽇閣議了解）
９．ロシア向けの新規の対外直接投資の禁⽌ （4⽉8⽇公表、4⽉12⽇閣議了解）
10．外国為替及び外国貿易法の⼀部改正（暗号資産に係る制裁の実効性強化） （4⽉20⽇公布、5⽉10⽇施⾏）
11．ロシアの2⾦融機関及びベラルーシの1⾦融機関を対象とした資産凍結措置

Credit Bank of Moscow、Russian Agricultural Bank、Belinvestbank （6⽉７⽇公表、６⽉７⽇閣議了解）

⾦融分野における措置
 G7を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシア及びベラルーシに対して下記の措置を実施（６⽉７⽇時点）。

ウクライナ情勢をめぐる我が国の制裁措置

１．ロシア関係者︓計694名の個⼈及び37の団体
※ オリガルヒ関係者、「ドネツク⼈⺠共和国」及び「ルハンスク⼈⺠共和国」関係者等を含む

２．ベラルーシ関係者︓計19名の個⼈及び12の団体

個⼈・団体に対する資産凍結措置
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 我が国は、ロシアのウクライナ侵略を受け、G7をはじめとする国際社会と緊密に連携し、ロシア・ベラルー
シの個⼈・ 団体に対する累次の⾦融制裁措置を実施。

 国際社会による⾦融制裁が強化される中、暗号資産が制裁の抜け⽳として悪⽤されないよう、制裁の
実効性を更に強化するための法的⼿当てを講ずる必要。

外国為替及び外国貿易法の⼀部を改正する法律の概要

背景

改正前 改正後

• 制裁対象者への暗号資産の移転は規制対象と
なっているが、制裁対象者から第三者へ暗号資
産を移転する取引は規制対象外。

• 銀⾏等と異なり、暗号資産交換業者には、制
裁対象者に係る移転でないことを事前に確認す
る義務はない。

• 制裁対象者から第三者へ暗号資産を移転
する取引等も規制対象に追加。

• 銀⾏等と同様に、暗号資産交換業者に対し、
制裁対象者に係る移転でないことを事前に確
認する義務を賦課。

（公布⽇）令和4年4⽉20⽇
（施⾏⽇）令和4年5⽉10⽇（公布⽇から起算して20⽇経過した⽇） 3



（参考）我が国の制裁措置に係る告⽰改正及び外為法令の改正について

外国為替及び外国貿易法及び外国為替令の改正について
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press
_release/20220509.html
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我が国の制裁措置に係る告⽰改正について
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaita
me/ukraine_info.html

 ロシア・ベラルーシの個⼈・団体に対して我が国が実施した⾦融制裁措置に係る告⽰改正
及び外為法令の改正の詳細については、以下、財務省HPに掲載。



１．外為法改正について

２．マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策に
ついて

３．直近の事前届出実績について



「マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策の推進に関する基本⽅針」の策定について

• ⽇本はリスク評価に基づき、マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策に焦点を当てた「国の政策」（National 
Policy）がない。「国の政策」を策定する省庁間会議体を指定し、「国の政策」において、⽬的・活動、戦略的に
優先すべき事項を明確化すること。

• 暴⼒団、⾦密輸、薬物対策等に関する政策は、犯罪対策に焦点を当てたものでありマネロン対策に焦点を当てて
いない。

• 国連決議に基づく⾦融制裁の実施を超える明確なテロ資⾦供与対策の政策はほとんどない。

FATF対⽇審査（令和3年8⽉公表）での指摘事項

５⽉19⽇、「政策会議」において「マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策の推進に関する基本⽅針」を決定・公表。

• 2021年8⽉に関係省庁で構成する「マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策政策会議」を設置し、
• 2024年春までに取り組むべき「マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策に関する⾏動計画」を策定・公表。

⇒ 「⾏動計画」において、以下を2022年春までに取り組むべき事項として規定
1.(3) 「刷新された犯罪収益移転危険度調査書に基づき、マネロン、テロ資⾦供与及び拡散⾦融対策に係る

『国の政策』を策定する。」

政府の対応
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マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策（注）の意義

我が国のマネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策の強化により、以下の3項⽬の実現に寄与。
・国⺠の安全・安⼼の確保
・経済活動の健全な発展
・「開かれた国際⾦融センター」の実現

マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融の脅威
• 不正な資⾦の流れを放置すると、組織的な犯罪及びテロリズムを助⻑するとともに、健全な経済活動に重⼤な悪影響

を与えるおそれ。⼤量破壊兵器の拡散活動を助⻑することは、我が国や国際社会にとって⼤きな脅威。
• 経済・⾦融サービスのグローバル化、暗号資産の普及といった技術⾰新により、資⾦の流れが多様化し、国境を超える

取引がより容易になっている。

対策の意義、必要性
• 不正な資⾦の移転は、脆弱な規制や不⼗分な対策の隙をついて⾏われることから、FATFの多国間枠組みを通じ、国

際社会が協調し、対策の実効性を向上させる必要。
• 世界有数の⾦融セクターを有する我が国が対策を強化することは国際的にも意義は⼤きく、組織的な犯罪やテロリズム

等の脅威に対し、⾦融⾯からの取組を強化することは重要。

（注）拡散⾦融とは、「⼤量破壊兵器の開発、保有、輸出等に対する資⾦供与」のことをいう。

「マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策の推進に関する基本⽅針」の概要①
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我が国におけるリスク

我が国を取り巻くリスク → 特定したリスクに応じ、戦略・⽅針を策定

我が国の環境
• 北東アジアに位置する島国
• 世界経済の中で重要な地位、世界有数の
国際⾦融センター

マネロン事犯の主体 • 暴⼒団、特殊詐欺犯⾏グループ、来⽇外国
⼈犯罪グループ

⾼リスクな取引形態 • ⾮対⾯取引、現⾦取引、外国との取引

⾼リスクな国・地域 • イラン、北朝鮮

⾼リスクな顧客属性

• 反社会的勢⼒（暴⼒団等）
• 国際テロリスト
• ⾮居住者
• 外国の重要な公的地位を有する者
• 実質的⽀配者が不透明な法⼈等

相対的に⾼リスクの
商品・サービス

• 預⾦取扱⾦融機関が取り扱う商品等
• 資⾦移動サービス
• 暗号資産取引

その他の商品・サービス

保険、投資、信託、⾦銭貸付け、
外貨両替、ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ、
不動産、宝⽯・貴⾦属、郵便物受取ｻｰﾋﾞｽ、
電話受付代⾏、電話転送ｻｰﾋﾞｽ、法律・会計
関係サービス

国際情勢をめぐるリスク、国際的な課題

国際テロ、テロ資⾦供与

• 国際テロ組織によるソーシャルメディアや
暗号資産等を利⽤した資⾦調達

• テロのリスクが低い国でも、テロ資⾦の収
集・貯蔵に利⽤されるリスク

• 合法的企業やNPOを悪⽤した資⾦調達

拡散⾦融
• 北朝鮮サイバー攻撃による暗号資産の
違法取得

• 「瀬取り」等による制裁回避

経済制裁等 • 暗号資産を通じた制裁違反・回避

環境犯罪 • 野⽣動植物の違法取引や悪質な廃棄
物投棄等を前提犯罪とするマネロン

G20/G7、FATFで取り
上げられている課題

• 新たな技術（暗号資産、ｽﾃｰﾌﾞﾙｺｲﾝ）
• 法⼈等を悪⽤したマネロン等
• 財産回復のキャパシティ強化

「マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策の推進に関する基本⽅針」の概要②
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我が国を取り巻くリスクを低減し、マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策を①〜④の柱に基づき強化していく。

① リスクベース・アプローチの徹底

 変化するリスクを適時的確に分析・把握し、我が国のマネロン等対策や、マネロン等対
策の義務を負っている⾦融機関、暗号資産交換業者、宅地建物取引業者、宝⽯・
貴⾦属等取扱事業者等の取組をリスクに応じて強化する。

 拡散⾦融対策について、国連安保理決議等に基づく制裁措置の違反、不履⾏、潜
脱のリスクを分析・把握し、そのリスク低減措置を講じるプロセスを確⽴する。

② 新技術への速やかな対応

 暗号資産等の新たな技術の普及に伴い、顕在化するマネロン・テロ資⾦供与・拡散
⾦融リスクを的確に把握し対応する。

 デジタル・トランスフォーメーションの進展を捉え、当局や⾦融機関等による対策の実
効性や効率性の向上を進める。

③ 国際的な協調・連携の強化

 国際機関や諸外国との連携強化、FATFの議論への積極的な参画等を通じ、グロー
バルなマネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策への対応を継続・強化していく。

 我が国がマネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策の「抜け⽳」となることのないよう、
G7をはじめとする国際社会と緊密に連携し、我が国において必要な対策を講じていく。

④ 関係省庁間や官⺠の連携強化
 「政策会議」を活⽤し、強⼒に対策を推進していく。
 各業界団体との連携を強化するとともに、関係する事業者や国⺠に対するアウトリー

チ・広報活動を積極的に実施していく。

「マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策の推進に関する基本⽅針」の概要③

取り組むべき４つの柱
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具体的な対策
（１）リスク分析の更なる深化

• 「政策会議」を通じた関係省庁間の連携を⼀層図り、⺠間事業者との意⾒交換や
国内外の情報の収集・分析を通じ、マネロン等に係るリスクの分析を更に深める。

• 拡散⾦融のリスク評価を実施し、資産凍結措置の実効性向上を図る。

（２）⾦融機関等の監督の強化等

• 2024年3⽉末までに、⾦融機関等が適切な態勢を整備できるよう、リスクベースで
の検査監督を強化するための態勢整備を⾏う。

• マネロン等対策が必要な業態への制度の導⼊や、暗号資産交換業者の送⾦時の
通知義務の導⼊に向けた措置を講じる。

（３）DNFBPs（特定⾮⾦融業者及び職業専⾨家）の監督の強化等

• すべてのDNFBPsを顧客管理義務の対象とするために必要な措置を検討・実施す
る。

• 事業者向けのガイドラインの整備を⾏い、リスクベースのモニタリングを⾏うための体
制強化を図る。

（４）⾮営利団体の悪⽤防⽌

• ⾮営利団体（NPO）がテロ資⾦供与に悪⽤されないよう、リスク評価を⾏い、リ
スクベースでモニタリングを実施する。

• ⾼リスク地域で活動するNPOに対し、テロ資⾦供与リスクとテロ資⾦供与対策の好
事例に関する周知を⾏う。

（５）法⼈及び信託の透明性向上

• 法⼈の実質的⽀配者情報の⼀元的な把握を可能とする枠組みに関する制度
整備に向けた検討を進める。

• ⺠事信託、外国信託についての実質的⽀配者情報を利⽤可能とし、その正確
性を確保するための⽅策を検討し、実施する。

（６）法執⾏機関による取締り強化

• 暴⼒団が絡むマネロン等の取締りの徹底、外国との取引に着⽬したマネロン等
対策を推進する。

• マネロン罪の法定刑引上げに関する必要な⽴案作業の推進。
• 犯罪収益のはく奪、財産回復の推進を図る。

（７）経済制裁の実施強化

• 安保理決議後24時間以内の制裁発動を含め、関係省庁連携の枠組みを強化
し、テロや拡散⾦融に関わる者への資産凍結を的確に実施する。

• 安保理決議に基づく措置の執⾏強化や資産凍結措置の範囲の明確化、所要
の法整備について検討・推進。

• 経済制裁の実効性向上に向けた所要の措置を検討・実施する。

（８）国内外の情勢変化を踏まえた政策の不断の⾒直し

• リスク評価の変化に応じた「基本⽅針」の改訂。
• 国際的な議論への対応を速やかに⾏う（実質的⽀配者情報の透明性向上、

財産回復のキャパシティ向上、デジタル・トランスフォーメーションの活⽤）。

「マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策の推進に関する基本⽅針」の概要④
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マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策に係る広報の促進について
マネロン等対策の特設ページを新設
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/index.html
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１．外為法改正について

２．マネロン・テロ資⾦供与・拡散⾦融対策に
ついて

３．直近の対内直接投資等に関する事前届
出実績について



事前届出件数の推移

（注）「その他」は、事業⽬的の変更、⾦銭貸付、社債取得、株式譲渡、⽀店の設置、事業の承継、共同議決権⾏使等に係る届出。

 外国為替及び外国貿易法（外為法）の改正（2020年6⽉完全適⽤）により、上場会社の株式取得に係る
事前届出の閾値を引き下げる（10%→1%）とともに、役員への就任及び指定業種に属する事業の譲渡・廃
⽌等に事前届出（⾏為時事前届出）を導⼊し、事前届出の対象を拡⼤。他⽅、事前届出免除制度を
導⼊した。

 2021年度の届出件数は以下の通り。
（注）2020年６⽉に改正外為法完全適⽤のため、2020年度との単純⽐較はできない。
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業種別の事前届出割合
 2021年度は、2019年8⽉に指定業種に追加されたサイバーセキュリティ関連業種（情報処理サービス

業、ソフトウェア業、集積回路製造業、半導体メモリメディア製造業等）が54%を占めている。

2019年度 2020年度2018年度

（参考）外為法上の指定業種の概要
 サイバーセキュリティ関連
 武器
 航空機
 原⼦⼒
 宇宙関連
 軍事転⽤可能な汎⽤品の製造業
 重要鉱物に係る⾦属鉱業等
 特定離島港湾施設の建設業等
 電⼒業
 ガス業
 通信業
 上⽔道
 鉄道業

 ⽯油業
 熱供給業
 放送業
 旅客運送
 警備業
 農林⽔産業
 ⽪⾰関連
 航空運輸
 海運
 感染症に対する医薬品に係る製造業
 ⾼度管理医療機器に係る製造業

*2020年7⽉に追加

サイバーセキュリティ関連

武器・航空機・原⼦⼒・
宇宙関連等

インフラ関連

その他

（注）2018・2019年度は取得時事前届出の業種別内訳、2020年度・2021年度は全ての事前届出の業種別内訳を⽰す。

*2021年11⽉に追加

54%

11%

19%

16%

2021年度
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（参考）業種別の事前届出件数

（注１）複数業種にまたがる届出については、それぞれの業種について延べ数で算出。
（注２）2020年度以降については、「株式取得」は株式取得時事前届出件数、「その他」は事業⽬的の変更、⾦銭貸付、社債取得、株式譲渡、⽀店の設

置、事業の承継、共同議決権⾏使等に係る届出件数、 「⾏為時」は⾏為時事前届出件数を⽰す。

株式取得 その他 行為時 合計 株式取得 その他 行為時 合計

127 149 171 233 188 100 6 59 165 196 10 134 340

0 6 2 19 23 18 0 4 22 11 2 10 23

0 0 2 12 10 2 0 2 4 2 1 3 6

0 2 3 15 16 12 0 4 16 25 1 9 35

- - - - 1,457 953 56 590 1,599 994 105 863 1,962

- - - - - - - - - 4 0 0 4

- - - - - - - - - 4 0 0 4

285 437 395 318 235 255 87 44 386 328 96 83 507

29 17 18 14 - - - - - - - - -

0 0 2 7 2 9 0 2 11 14 0 16 30

2 2 5 3 6 1 0 2 3 2 0 0 2

3 1 1 3 2 1 0 0 1 3 1 4 8

6 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 28 14 19 34 27 4 45 76 69 3 72 144

47 57 44 40 77 12 0 9 21 57 1 27 85

31 64 76 94 96 37 5 11 53 69 0 62 131

56 61 53 49 46 15 1 22 38 75 2 54 131

19 35 31 10 29 2 0 0 2 0 0 4 4

20 24 33 31 11 4 1 2 7 2 1 4 7

21 39 33 36 31 5 0 6 11 49 1 162 212

493 665 612 594 1,946 1,281 159 731 2,171 1,405 210 1,244 2,859

666 945 892 903 2,263 1,453 160 802 2,415 1,904 224 1,507 3,635

2021年度

航空機の製造業等

原子炉・核燃料物質等の製造業等

宇宙関連等の製造業等

サイバーセキュリティ関連業種

特定離島港湾施設の建設業等

生物学的製剤製造業
(医薬品・医療機器を含む)

警備業

農林水産業

石油業

皮革製品製造業

業種別件数合計

2020年度
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度届出対象業種

武器等の製造業等
（軍事転用可能な汎用品等を含む）

電力・ガス、熱供給事業

情報通信事業

放送事業

上水道業

鉄道業

旅客運送業

航空運輸業

海運業

届出件数

金属鉱物に係る金属鉱業等
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 上場会社183件に対し、⾮上場会社は1,222件となっており届出件数は⾮上場会社の⽅が多い。
 上場会社に係る株式取得の態様は、市場での取得を含む既発⾏株式の譲受けによる取得が約9割であって

最も多いのに対し、⾮上場会社は、増資新株等の取得等が最も多い。後者は、⾃ら設⽴した会社の増資やス
タートアップ投資に伴う増資の引受け等が含まれていることがその理由。また、⽬的別の届出件数について、⾮上
場会社に係る株式取得は、上場会社に⽐し、経営関与のみを⽬的とする届出の割合が⾼い。

取得態様・⽬的別の取得時事前届出件数（2021年度）

取
得
態
様
別

⽬
的
別

⾮上場会社(計1,222件)上場会社(計183件)

（注１）取得態様別の「その他」は、新株予約権の⾏使による取得、吸収分割の対価としての取得、⾃⼰株式の取得等。
（注２）⽬的別の「その他」は、関係会社の設⽴⼜は資⾦調達の⽀援、国内会社との合弁会社の設⽴等。

（89％）

（10％）

（27％）

（54％）

（9％）既発⾏株式の譲受けによる取得

増資新株等の取得等

その他

設⽴新株等の取得等

既発⾏株式の譲受けによる取得

増資新株等の取得等

その他168 件
92%

10 件
5%

5 件
3% 163 件

13%

362 件
30%

664 件
54%

33 件
3%

80 件
44%

25 件
14%

70 件
38%

8 件
4%

資産運⽤

経営関与

資産運⽤と経営関与の両⽅

その他

229 件
19%

570 件
47%

281 件
23%

142 件
11%

資産運⽤

経営関与

資産運⽤と経営関与の両⽅

その他
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国籍別の取得時事前届出件数（2021年度）

 株式取得は、⽇本を除けば、上場・⾮上場ともに⽶国と英領ケイマンが多い。
 ⽇本からの届出が多い理由は、外為法上、⾮居住者である個⼈⼜は外国法⼈に直接・間接に議決権を

50%以上保有されている⽇本の会社が、外国投資家として取り扱われているため。

届出者の国籍別の取得時事前届出件数

届出者の国籍が「⽇本」の場合の
最終親会社等の国籍別届出件数

届出者の国籍が「英領ｹｲﾏﾝ」の場合の
最終親会社等の国籍別届出件数

上場会社 非上場会社 合計
51 350 401
42 227 269
16 239 255
17 99 116
2 52 54
8 31 39
3 30 33
16 9 25
1 21 22
2 17 19
4 13 17
3 12 15
0 15 15
12 1 13
2 9 11
0 11 11
2 7 9
0 9 9
0 9 9
2 6 8
0 8 8
0 7 7
0 5 5
0 5 5
0 5 5
0 25 25

183 1,222 1,405

英領ｹｲﾏﾝ
米国
日本

台湾
英国
香港

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

韓国

中国
ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ

その他
合計

ｶﾅﾀﾞ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
ｲｽﾗｴﾙ

英領ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞ
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ

ﾌﾗﾝｽ
ｽｲｽ
ｲﾝﾄﾞ
ﾀｲ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

英領ﾊﾞｰｼﾞﾝ
ﾄﾞｲﾂ
ｵﾗﾝﾀﾞ

（注１）届出者の国籍が「⽇本」で最終親会社等も「⽇本」になるのは、⼦会社が届出者で⽇本国内に親会社があり、その親会社の議
決権について、複数の外国法⼈が合計で50％以上保有しているものの、単独で50％以上保有している外国法⼈がない場合等。

（注２）届出者の国籍が「⽇本」で最終親会社等が「該当なし」になるのは、届出者の議決権について、複数の外国法⼈が合計で50％
以上保有しているものの、単独で50％以上保有している外国法⼈がない場合等。

（注３）届出者が⾮居住者個⼈である場合は当該個⼈の国籍により分類される。

上場会社 非上場会社 合計
28 62 90
10 79 89
0 46 46
0 31 31
0 16 16
0 14 14
6 5 11
0 9 9
0 9 9
0 8 8
2 4 6
0 6 6
0 6 6
0 6 6
0 6 6
0 4 4
2 10 12
3 29 32
51 350 401

その他
該当なし
合計

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
中国

ｵﾗﾝﾀﾞ

香港

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ﾃﾞﾝﾏｰｸ

日本
米国

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
英領ｹｲﾏﾝ
ｽﾍﾟｲﾝ

韓国

ｽｲｽ
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ

ﾄﾞｲﾂ
ﾌﾗﾝｽ

上場会社 非上場会社 合計
10 78 88
0 83 83
1 38 39
0 15 15
2 9 11
3 3 6
0 2 2
0 2 2
0 9 9
16 239 255

英領ｹｲﾏﾝ
米国
香港

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
中国

英領ﾊﾞｰｼﾞﾝ

該当なし
合計

台湾

日本
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